
eL-QR、eL 番号の付いた納付書で
電子納税が利用できます

　今年度からeLTAXの地方税共通納税システムで電
子納税できる税目が追加されました。
　これまでeLTAXの地方税共通納税システムで利
用できた法人や事業所だけでなく、個人の納税にも
eL-QR、eL番号の付いた納付書があれば、インター
ネットから地方税お支払サイトで納税することがで
きます。また順次、二次元コードに対応した全国の
金融機関、スマホアプリでも納付することができる
ようになります。
対象税目　5月に一斉に発送される固定資産税・都
市計画税（償却資産分含）および軽自動車税（種別割）
※当初納税通知書の納付書に限る。取扱期限がすぎ
た納付書では利用できません。今後、全国的な制度
に合わせて、利用可能科目、納付書を追加します。
問合先　税務課
※一斉に発送される当初納税通知書の納付書以外の
再発行依頼などで送付した納付書では、二次元コー
ドを付すことができませんのでご利用になれませ
ん。地方税共通納税システム、地方税お支払サイト
で納税された場合は、領収証書、軽自動車継続検査
用納税証明書は交付されませんので、必要な場合は、
金融機関・コンビニエンスストアなどでお支払いく
ださい。詳しくは、eLTAXホームページ（https://
www.eltax.lta.go.jp/）、地方税お支払サイト（https:
//www.payment.eltax.lta.go.jp/）、市ホームペー
ジをご確認ください。

固
定
資
産
税

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
土
地
・
家

屋
）
の
縦
覧
・
閲
覧
制
度

　

昨
年
中
に
土
地
や
家
屋
に
異
動（
売

買
・
贈
与
・
相
続
・
分
筆
・
地
目
変

更
・
家
屋
の
取
り
壊
し
な
ど
）が
あ
っ

た
人
は
、
縦
覧
・
閲
覧
制
度
を
利
用

し
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
広
報
３
月
号
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

■
不
服
審
査
申
出

　

令
和
５
年
度
は
、
原
則
と
し
て
地

方
税
法
に
定
め
ら
れ
た
基
準
年
度
の

価
格
が
据
え
置
か
れ
る
た
め
、
不
服

審
査
の
申
出
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
土
地
の
分
合
筆
や
地
目

の
変
換
、
家
屋
の
新
築
な
ど
で
新
た

に
決
定
さ
れ
た
価
格
や
、
地
価
の
下

落
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
価
格
な
ど

に
、
不
服
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
審

査
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

受
付
期
間　

公
示
日
（
４
月
３
日
㈪

予
定
）
以
降
納
税
通
知
書
を
受
け

取
っ
た
日
か
ら
３
ヵ
月
以
内

申
出
先

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

（
総
合
行
政
委
員
会
内
）

■
低
所
得
者
世
帯
に
か
か
る
固
定
資

産
税
の
減
免
制
度　

※
要
申
請

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に
つ

い
て
、
低
所
得
な
ど
の
理
由
で
納
税

が
困
難
な
世
帯
に
対
し
て
土
地
・
家

屋
の
税
額
を
２
分
の
１
に
減
免
す
る

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

対
象　

次
の
①
〜
④
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
人

①
所
有
者
要
件

●
納
税
義
務
者
が
次
の
Ⓐ
〜
Ⓒ
の
う

ち
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

Ⓐ
昭
和
33
年
１
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人

Ⓑ
個
人
市
民
税
・
府
民
税
に
お
い

て
、
特
別
障
害
者
控
除
を
適
用
で
き

る
人

Ⓒ
令
和
４
年
度
個
人
市
民
税
・
府
民

税
に
お
い
て
、
ひ
と
り
親
ま
た
は
寡

婦
控
除
の
適
用
が
あ
る
人

②
所
得
要
件

●
本
人
お
よ
び
生
計
を
一
に
す
る
人

全
員
の
所
得
が
、
市
民
税
均
等
割
非

課
税
限
度
額
以
下
の
所
得
で
あ
る
こ

と③
所
有
資
産
要
件

●
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い

て
、
所
有
す
る
固
定
資
産
が
自
己
居

住
用
（
住
民
登
録
等
を
し
て
い
る
こ

と
）
の
家
屋
お
よ
び
そ
の
敷
地
の
み

で
あ
る
こ
と

●
当
該
家
屋
の
現
況
延
べ
床
面
積
が

１
２
０
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と

④
年
税
額
要
件

●
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
（
都

市
計
画
税
を
含
む
）
の
年
税
額
が

10
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

必
要
な
物　

本
人
確
認
が
で
き
る
書

類
、
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
（
４

月
末
以
降
発
送
予
定
）

申
請
・
問
合
先　

４
月
３
日
㈪
か
ら

納
期
限
（
令
和
５
年
度
１
期
分
か
ら

申
請
の
場
合
は
５
月
31
日
㈬
）
ま
で

に
税
務
課
へ

※
納
税
が
困
難
な
世
帯
の
負
担
軽
減

と
い
う
趣
旨
か
ら
、
す
で
に
納
付
済

の
税
額
に
つ
い
て
は
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

税

法
人
市
民
税
に
係
る
開
設
届
を

　

法
人
市
民
税
と
は
、
市
内
に
事
務

所
、
事
業
所
、
寮
な
ど
が
あ
る
法
人
、

人
格
の
な
い
社
団
（
収
益
事
業
を
行

う
も
の
に
限
る
）
な
ど
が
納
め
る
税

金
で
す
。
市
内
に
新
し
く
会
社
を
設

立
し
た
と
き
、
事
務
所
な
ど
を
開
設

し
た
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
。（
税

務
署
お
よ
び
府
税
事
務
所
へ
の
提
出

と
は
別
に
届
出
が
必
要
）

　

法
人
市
民
税
に
は
、
国
税
の
法
人

税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
出
す
る

法
人
税
割
額
と
、
資
本
金
等
の
額
と

市
内
の
従
業
者
数
に
よ
り
算
出
す
る

均
等
割
額
と
が
あ
り
、
事
業
年
度
終

税

了
の
日
の
翌
日
か
ら
2
ヵ
月
以
内

に
、
申
告
書
を
税
務
課
へ
提
出
す
る

と
と
も
に
、
法
人
税
割
額
と
均
等
割

額
の
合
計
額
を
納
付
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
先　

税
務
課

※
赤
字
決
算
と
な
り
、
国
税
の
法
人

税
額
が
０
円
と
な
っ
た
場
合
も
、
均

等
割
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
申
告
と

納
付
が
必
要
で
す
。
申
告
義
務
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
告
書
の
提
出

が
な
い
場
合
、
未
申
告
法
人
と
し
て

調
査
し
、
そ
の
結
果
に
よ
り
決
定
課

税
の
行
政
処
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

12広報いずみさの 2023.4
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税務署からのお知らせ
問合先　泉佐野税務署（☎462-3471）

　令和4年分の確定申告の振替納付日は、下表のとおりです。

（＊）…振替納税を利用する人は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足などで振替納税できなかった
場合には、各税目の納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税
の納付が必要となる場合があります。

市
税
な
ど
の
納
付
に
一
部

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
の
請
求
書
支
払
い
が

利
用
で
き
ま
す

　

市
税
な
ど
の
納
付
に
「PayB

」

「PayPay

」「LIN
E Pay

」「Fam
i

Pay

」「au PAY

」が
利
用
で
き
ま
す
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
か
ら
、
納
付
書
に
印
字
さ
れ
て

い
る
コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
取
る
こ
と
で
、
市
税
な
ど
の

納
付
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

※
「PayPay

」「LIN
E
 Pay

」

「Fam
iPay

」「au PAY

」
の
利
用
に

は
、
事
前
に
ア
プ
リ
内
で
チ
ャ
ー
ジ

が
必
要
で
す
。
詳
し
い
操
作
方
法
は
、

各
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

納
付
可
能
対
象

●
個
人
市
府
民
税
（
普
通
徴
収
）

●
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
償

却
資
産
含
）

●
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

●
国
民
健
康
保
険
料

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

●
介
護
保
険
料

●
奨
学
金
基
金
（「PayB

」
の
み
）

問
合
先　

各
担
当
課

※
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い
な

い
、
ま
た
は
取
扱
期
限
が
す
ぎ
た
納

付
書
で
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
領
収

証
書
、
軽
自
動
車
継
続
検
査
用
納
税

証
明
書
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

必
要
な
場
合
は
、
金
融
機
関
・
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

に
よ
る
支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん
。

税

税　目 振替納付日（＊）

令和4年分の申告所得税及び復興特別所得税の確定申告 4月24日㈪

令和4年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告 4月27日㈭

広

告

この広告掲載についてのお問い合わせは、
合同会社 IM総合企画（☎ 072-275-5449）へ広報いずみさの 2023.413
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